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▼
父
母
が
離
婚
▼
父
ま
た
は
母
が
死
亡

▼
父
ま
た
は
母
に
一
定
の
障
害
が
あ
る
▼

そ
の
他
の
理
由
で
父
ま
た
は
母
が
い
な
い

手 

当
月
額
　
▼
児
童
が
１
人
…
４
２
、
９

１
０
円
（
全
部
支
給
）
ま
た
は
４
２
、

９
０
０
円
〜
１
０
、
１
２
０
円
（
一
部

支
給
）
▼
児
童
が
２
人
…
最
大
１
０
、

１
４
０
円
を
加
算
▼
児
童
が
３
人
以
上

…
３
人
目
以
降
１
人
に
つ
き
最
大
６
、

０
８
０
円
を
加
算

共 

通
事
項
　
▼
児
童
が
18
歳
に
な
っ
た
年

の
年
度
末
ま
で
が
対
象
▼
申
請
が
必
要

▼
申
請
者
や
そ
の
配
偶
者
、
生
計
が
同

じ
直
系
親
族
、
兄
弟

姉
妹
の
所
得
制
限
あ

り
▼
児
童
福
祉
施
設

（
母
子
生
活
支
援
施

設
・
通
園
施
設
な
ど

除
く
）
な
ど
に
入
所

の
場
合
は
対
象
外

問 

こ
ど
も
支
援
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
２
４

子
ど
も
医
療
費
助
成
制
度

　
０
歳
〜
中
学
３
年
生
の
お
子
さ
ん
の
医

療
費
を
助
成
し
ま
す
。
所
得
制
限
は
あ
り

ま
せ
ん
。
助
成
を
受
け
る
に
は
、
あ
ら
か

じ
め
登
録
が
必
要
で
す
。

◆
登
録
す
る
に
は

持 

健
康
保
険
証
（
子
ど
も
の
名
前
が
記
載

さ
れ
て
い
る
も
の
）・
預
金
通
帳
（
健

康
保
険
証
の
代
表
者
の
も
の
）

申 

市
役
所
２
階
こ
ど
も
支
援
課
に
直
接

◆
登
録
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は

　
健
康
保
険
証
、
振
込
先
金
融
機
関
、
住

所
な
ど
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
医
療

費
助
成
資
格
変
更
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

持 

変
更
が
あ
っ
た
も
の
（
健
康
保
険
証
、

預
金
通
帳
な
ど
）
、
子
ど
も
医
療
費
受

給
者
証

申 
同
課
、
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
に
直
接

◎
健
康
保
険
証
の
代
表
者
変
更
は
、
こ
ど

も
支
援
課
の
み
で
で
き
ま
す
。
ま
た
、
市

外
へ
の
転
出
や
受
給
者
証
の
有
効
期
限
が

過
ぎ
た
場
合
は
、
必
ず
受
給
者
証
を
返
却

し
て
く
だ
さ
い
。

問 

こ
ど
も
支
援
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
２
４

病
児
・
病
後
児
保
育
事
業

　
集
団
保
育
が
難
し
く
、
保
護
者
の
仕
事

場 

東
所
沢
２
‐
16
‐
７

定 

①
18
人
②
９
人
（
宿
泊
）

運 

営
法
人
　
メ
デ
ィ
カ
ル
・
ケ
ア
・
プ
ラ

ン
ニ
ン
グ
㈱

問 

介
護
保
険
課
☎
２
９
９
８
‐
９
４
２
０

ね
た
き
り
老
人
等
介
護
者
手
当

対 

市
内
で
要
介
護
４
以
上
の
高
齢
者
と
同

居
し
、
在
宅
で
介
護
を
し
て
い
る
方

◎
要
介
護
者
が
直
近
１
年
間
に
▼
６
カ
月

連
続
し
て
要
介
護
４
以
上
▼
入
院
、
施
設

入
所
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
な
ど
が
月
７
泊

以
内
で
あ
る
こ
と
が
条
件
で
す
。

支 

給
額
　
４
万
円
（
年
度
１
回
）、
在
宅

介
護
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
事
業
利
用
券
２
枚

申 

問
印
鑑
、
介
護
保
険
証
を
持
っ
て
市
役

所
１
階
高
齢
者
支
援
課
☎
２
９
９
８
‐

９
１
２
０
に
直
接

特
別
児
童
扶
養
手
当

対 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
19
歳
以
下

の
子
ど
も
を
養
育
し
て
い
る
父
母
な
ど

　
①
お
お
む
ね
身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
３

級
、
４
級
の
一
部
ま
た
は
重
度
の
内
科
的

疾
患
が
あ
る
②
療
育
手
帳
Ⓐ
、
Ａ
、
Ｂ
③

精
神
疾
患
や
血
液
疾
患
な
ど
で
①
②
と
同

程
度
の
障
害

手 
当
月
額

　
▼
１
級
…
５
２
、２
０
０
円

▼
２
級
…
３
４
、７
７
０
円

留 

意
事
項

　
▼
申
請
者
や
そ
の
配
偶
者
、

生
計
が
同
じ
直
系
親
族
、
兄
弟
姉
妹
の

所
得
制
限
あ
り
▼
子
ど
も
が
公
的
年
金

を
受
給
し
て
い
る
場
合
、
施
設
入
所
し

て
い
る
場
合
は
対
象
外

問 

こ
ど
も
福
祉
課
☎
２
９
９
８
‐
９
２
２
３

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制
度
・

児
童
扶
養
手
当

◆
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制
度

対 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
児
童
と
、

そ
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
父
母
な
ど

　
▼
父
母
が
離
婚
▼
父
ま
た
は
母
が
死
亡

▼
父
ま
た
は
母
に
一
定
の
障
害
が
あ
る
▼

そ
の
他
の
理
由
で
父
ま
た
は
母
が
い
な
い

◎
高
額
療
養
費
や
付
加
給
付
金
を
除
く
保

険
診
療
分
の
自
己
負
担
金
が
対
象
で
す
。

◆
児
童
扶
養
手
当

対 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
児
童
を
養

育
し
て
い
る
父
母
な
ど

車
場
の
１
階
の
一
部
と
２
階
が
利
用
で
き

ま
せ
ん
。
公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
い
た

だ
く
な
ど
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

日 

12
月
16
日
㈪
〜
２
月
29
日
㈯
（
予
定
）

問 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

　
☎
２
９
９
８
‐
９
２
４
８

12
月
27
日
㈮
ま
で
！
プ
レ
ミ
ア
ム
付

商
品
券
の
申
請
は
お
早
め
に

　
対
象
者
（
住
民
税
非
課
税
の
方
）
に
申

請
書
を
郵
送
し
て
い
ま
す
。
ご
希
望
の
方

は
、
期
限
内
必
着
で
早
め
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
同
商
品
券
の
使
用
期
限

は
令
和
２
年
２
月
末
日
で
す
。

問 
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
コ
ー
ル
セ
ン
タ

ー
☎
０
１
２
０
‐
７
６
９
‐
５
１
３

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の

請
求
を
お
忘
れ
な
く

　
対
象
者
に
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
給

付
金
請
求
書
を
郵
送
し
て
い
ま
す
。
12
月

中
に
請
求
す
る
と
10
月
分
ま
で
さ
か
の
ぼ

っ
て
支
給
さ
れ
ま
す
が
、
令
和
２
年
以
降

は
請
求
の
翌
月
分
か
ら
の
支
給
と
な
り
ま

す
の
で
、
早
め
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問 

▼
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
７
０

‐
０
５
‐
４
０
９
２
▼
所
沢
年
金
事
務

所
☎
２
９
９
８
‐
０
１
７
０

事
前
予
約
で
ス
ム
ー
ズ

所
沢
年
金
事
務
所
の
年
金
予
約
相
談

申 

希
望
日
の
１
カ
月
前
〜
前
日
に
予
約
専

用
電
話
☎
０
５
７
０
‐
０
５
‐
４
８
９

０
（
土
・
日
曜
、
祝
日
除
く
午
前
８
時

30
分
〜
午
後
５
時
15
分
）
に
電
話

問 

同
事
務
所
☎
２
９
９
８
‐
０
１
７
０

認
知
症
高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
・

小
規
模
多
機
能
型
事
業
所
を
開
設

　
12
月
１
日
㈰
に
①
認
知
症
高
齢
者
グ
ル

ー
プ
ホ
ー
ム
②
小
規
模
多
機
能
型
事
業
所

が
併
設
し
た
施
設
が
開
設
さ
れ
ま
す
。
利

用
相
談
は
、
直
接
事
業
所
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

①
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
つ
ど
い

　
「
東

ひ
が
し

所と
こ
ろ
ざ
わ沢

家け

」

　
☎
２
９
４
５
‐
３
３
１
０

②
小
規
模
多
機
能
つ
ど
い
東
所
沢

　
☎
２
９
４
５
‐
３
３
１
１

育
室
「
マ
ミ
ー
ル
ー
ム
」
（
東
狭
山
ケ
丘
）

☎
０
８
０
‐
４
０
５
３
‐
５
６
６
２

問 

こ
ど
も
支
援
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
２
４

単
身
障
害
者
向
け

救
急
医
療
情
報
キ
ッ
ト
を
配
布

　
救
急
の
場
合
に
備
え
、
自
身
の
医
療
情

報
を
自
宅
に
保
管
す
る
救
急
医
療
情
報
キ

ッ
ト
を
配
布
し
ま
す
。

対 

市
内
在
住
で
64
歳
以
下
の
単
身
障
害
者

（
一
日
の
大
半
を
一
人
で
過
ご
す
場
合

含
む
）

申 

障
害
者
手
帳
を
持

ち
、
市
役
所
１
階

障
害
福
祉
課
、
ま

ち
づ
く
り
セ
ン
タ

ー
、
保
健
セ
ン
タ

ー
こ
こ
ろ
の
健
康

支
援
室
、
市
内
消
防
署
・
分
署
、
相
談

支
援
事
業
所
に
直
接
（
代
理
可
）

問 

障
害
福
祉
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
１
６

な
ど
に
よ
り
家
庭
で
保
育
を
行
う
こ
と
が

困
難
な
お
子
さ
ん
の
保
育
を
行
い
ま
す
。

利
用
は
各
施
設
に
直
接
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。
な
お
、
事
前
の
登
録
や
主
治
医
の

承
諾
が
必
要
で
す
。

利 

用
時
間
　
▼
月
〜
金
曜
…
午
前
８
時
〜

午
後
６
時
▼
土
曜
…
午
前
８
時
〜
午
後

２
時
30
分

対 

６
カ
月
〜
小
学
３
年
生

定 

１
日
あ
た
り
４
人

◎
利
用
者
の
症
状
な
ど
に
よ
り
定
員
未
満

で
も
利
用
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

費 

日
額
２
千
円
（
別
途
飲
食
費
）

◆
病
児
保
育

　
▼
瀬
戸
病
院
病
児
保
育
「
も
り
も
り
保

育
室
」（
金
山
町
）
☎
２
９
２
２
‐
１
２

０
０
▼
桑
の
実
本
郷
保
育
園
内
病
児
保
育

室
「
ぞ
う
ぐ
み
」（
本
郷
）
☎
２
９
４
６

‐
８
７
１
７

◆
病
後
児
保
育

　
▼
ケ
ア
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
所
沢
病
後
児
保

市
税
の
納
期
限

　
１
月
６
日
㈪
は
固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
（
３
期
）
、
国
民
健
康
保
険
税
（
６

期
）
の
納
期
限
で
す
。
期
限
内
に
納
付
し

て
く
だ
さ
い
。

問 

収
税
課
☎
２
９
９
８
‐
９
０
７
３

毎
月
第
２
・
４
土
曜
午
前
は
休
日
開
庁

　
一
部
の
業
務
を
行
い
ま
す
。

詳
細
は
市
HP
（

休
日
開
庁
）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

日 

12
月
14
日
㈯
・
28
日
㈯
午

前
８
時
30
分
〜
午
後
０
時
30
分

場 

市
役
所
１
階
、
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

（
並
木
除
く
）
、
上
下
水
道
局
庁
舎

問 

経
営
企
画
課
☎
２
９
９
８
‐
９
０
２
７
、

上
下
水
道
お
客
様
セ
ン
タ
ー
☎
２
９
２

　
１
‐
１
０
８
０

図
書
館
本
館
の
臨
時
休
館

　
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
工
事
の
た
め
、
臨
時
休

館
し
ま
す
。
工
事
完
了
（
２
月
21
日
㈮
予

定
）
ま
で
は
騒
音
や
振
動
が
予
想
さ
れ
ま

す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

日 

12
月
２
日
㈪
〜
19
日
㈭

・
27
日
㈮
、
１
月
18
日

㈯
〜
31
日
㈮

◎
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の

蔵
書
検
索
・
予
約
サ
ー
ビ

ス
は
通
常
ど
お
り
利
用
で

き
ま
す
。
ま
た
、
各
分
館
は
通
常
ど
お
り

開
館
し
ま
す
。

◆
本
館
に
臨
時
窓
口
を
開
設

　
貸
出
、
返
却
、
予
約
本
の
受
け
取
り
な

ど
の
業
務
を
行
い
ま
す
。

日 

月
曜
除
く
12
月
３
日
㈫
〜
19
日
㈭
、
１

月
18
日
㈯
〜
26
日
㈰
午
前
９
時
30
分

〜
午
後
５
時

問 

同
館
☎
２
９
９
５
‐
６
３
１
１

市
民
体
育
館
・
総
合
運
動
場

立
体
駐
車
場
の
工
事

　
防
水
改
修
工
事
の
た
め
、
期
間
中
は
駐

お
知
ら
せ

薬を正しく飲む。それ
だけで、あなたや家

族の健康増進はもちろん、
薬代の負担を減らすことが
できるかも。

少しでも気になることがあ
れば、かかりつけの医師や
薬剤師に相談しましょう。
問国民健康保険課
　☎ 2998-9131

いろんな薬を
飲んでいて、
不安…

飲みにくい薬が
あったりして、
つい飲み残したり
飲み忘れたりして
しまう…

「ジェネリック
医薬品」って
何だろう？

説明を聞いて納得。
薬代も減らせ
そうだし、
使ってみよう
かな！

飲みやすい錠剤に
変えてもらった！
飲む回数も減って、
楽になった♪

薬の重複が
なくなって、
安心！

お薬のお悩み、相談してみませんか？

納得納得得得。。。

ジェネリック医薬品とは？

いいいいいいいいいいいいいい
飲飲飲飲飲飲

新薬の特許期間が切れた後に発売され
る薬のこと。厳しい審査を受け、効き
目や安全性が先発医薬品と同等である
と国から承認された薬です。

開発コストが抑えられ低価格となるた
め、患者さんの薬代の負担軽減にもつ
ながります。使用中の薬がジェネリッ
ク医薬品に変更できるか、医師や薬剤
師に相談してみましょう。


